
 

 

○ 課徴金の額の計算方法について 

 

１．課徴金納付命令対象者（１）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第１項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業

務等に関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格 1,464 円に当該有価証

券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じ

て得た額を控除した額。 

（1,464円×10,000株）－（884円×200株＋885円×9,800株） 

＝5,790,200円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（1）で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、5,790,000円となる。 

 

２．課徴金納付命令対象者（２）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第１項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業

務等に関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格 1,464 円に当該有価証

券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じ

て得た額を控除した額。 

（1,464円×4,300株） 

－（1,147円×200株＋1,148円×800株＋1,149円×900株＋1,150円×2,400株) 

 ＝1,353,300円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（１）で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、1,350,000円となる。 

 

３．課徴金納付命令対象者（３）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第１項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業

務等に関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格 1,464円に当該有価証

券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じ

て得た額を控除した額。 

（1,464円×15,000株） 

－（830円×400株＋831円×1,600株＋832円×1,000株＋876円×500株 

＋877円×800株＋878円×2,700株＋895円×300株＋896円×1,300株 

＋897円×400株＋899円×600株＋900円×1,400株＋909円×200株 

＋910円×1,800株＋1,144円×200株＋1,145円×900株 

＋1,146円×800株＋1,147円×100株) 

＝8,254,100円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（１）で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、8,250,000円となる。 

 

４．課徴金納付命令対象者（４）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第１項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業

務等に関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格 1,464円に当該有価証

（別紙） 



 

 

券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じ

て得た額を控除した額。 

（1,464円×3,400株） 

－（1,119.2円×100株＋1,119.3円×100株＋1,119.4円×100株 

＋1,119.6円×100株＋1,119.8円×200株＋1,140.0円×2,800株） 

＝1,113,890円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（１）で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て 1,110,000円となる。 

 

 

 


